
第４号議案
２０２１年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアル規定の一部改正

＜新旧対照表＞

※下線部分：変更箇所

改正後 現行規定 

第１条～第５条（略）

第６条 クラス区分

１．ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ

当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条

１.１）に下記のクラスを加え１１クラスで構成される。
クラスＷｏｍｅｎ：２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両

２．ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル

当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条

２.１）に下記のクラスを加え１２クラスで構成される。
クラスＷｏｍｅｎ：２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両

第７条（略）

第８条 ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアルの 

申請資格

１．過去５年以内（５年前の年の１月１日から本カレンダー登録申請締切

日までの間）に当該競技種目の全日本選手権、ＪＡＦカップを１回以上、

または地方選手権を３回以上開催した実績のあるもの。

２．２０２０年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライア

ルカレンダー登録申請締切日の時点で上記１．に定める条件を満たして

いたもの。

※共催について：（略）

第９条～第１８条（略）

以上

第１条～第５条（略） 

第６条 クラス区分

１．ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ

当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条１.
１）に下記のクラスを加え１０クラスで構成される。

クラスＷｏｍｅｎ：２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両

２．ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル

当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条

２.１）に下記のクラスを加え１１クラスで構成される。
クラスＷｏｍｅｎ：２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両

第７条（略）

第８条 ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアルの 

申請資格

過去５年以内（５年前の年の１月１日から本カレンダー登録申請締切日

までの間）に当該競技種目の全日本選手権、ＪＡＦカップを１回以上、ま

たは地方選手権を３回以上開催した実績のあるもの。

※共催について：（略）

第９条～第１８条（略）

以上


